
 

4-1 

第４号議案 

  

  

  

   芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

  

  

  

 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

  

  

  

   令和２年２月１８日提出 

  

  

  

                        芦屋市長 伊 藤  舞    

  

  

  

  

提案理由 

  

 福祉医療費の助成制度において，他の公費負担医療制度を利用した場合の自己負担

額についても助成の対象とするよう改めるため，この条例を制定しようとするもの。 
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芦屋市条例第  号 

  

  

   芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例  

  

  

 芦屋市福祉医療費の助成に関する条例（昭和４８年芦屋市条例第４号）の一部を次のように改正する。 

  

 次の表中下線又は太枠の表示部分（以下改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」と

いう。）については，次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

  

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1)～(19) （略） (1)～(19) （略） 

(20) 所得を有しない者 市町村民税世帯非課税者であり，かつ，

その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の 

給付が行われた月の属する年度（医療保険各法の給付が行われ

た月が４月から６月までの間にあつては，前年度）分の地方税

法の規定による市町村民税に係る同法第３１３条第１項に規 

定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第２条第 

１項第２２号に規定する各種所得の金額（同法第３５条第３項

に規定する公的年金等の支給を受けるものについては，所得税

法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７号）第１条の

規定による改正前の所得税法第３５条第４項中「次の各号に掲

げる金額の合計額とする。ただし，当該合計額が７０万円に満

(20) 所得を有しない者 市町村民税世帯非課税者であり，かつ，

その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の 

給付が行われた月の属する年度（医療保険各法の給付が行われ

た月が４月から６月までの間にあつては，前年度）分の地方税

法の規定による市町村民税に係る同法第３１３条第１項に規 

定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法第２条第 

１項第２２号に規定する各種所得の金額（同法第３５条第３項

に規定する公的年金等の支給を受けるものについては，同条第

４項中「次の各号に掲げる金額の合計額とする。ただし，当該

合計額が７０万円に満たないときは，７０万円」とあるのは，

「８０万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額
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改正後 改正前 

たないときは，７０万円」とあるのは，「８０万円」として同 

項の規定を適用して算定した総所得金額とする。）並びに他の 

所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。 

とする。）並びに他の所得と区分して計算される所得の金額が

ない者をいう。 

（受給資格） （受給資格） 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は，

市内に住所を有する者で，乳児及び次の各号に掲げるものについ

て，それぞれ当該各号に定める要件を備えているものとする。 

第３条 この条例により医療費の助成を受けることができる者は，

市内に住所を有する者で，乳児及び次の各号に掲げるものについ

て，それぞれ当該各号に定める要件を備えているものとする。 

(1) 幼児等及びこども 幼児等保護者若しくはこども保護者又 

は幼児等保護者若しくはこども保護者が当該幼児等若しくは 

こどもの生計を維持できない場合は，その幼児等若しくはこど

もの民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定め

る扶養義務者（以下「扶養義務者」という。）で主としてその 

幼児等若しくはこどもの生計を維持する者について医療保険 

各法の給付が行われた月の属する年度（医療保険各法の給付が

行われた月が４月から６月までの場合にあつては，前年度）分

の地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条第１項 

第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によつて課する

所得割を除く。）の額（同法第３１４条の７並びに同法附則第

５条の４第６項，第５条の４の２第５項（同条第７項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。），第７条の２第４項及

び第５項並びに第７条の３第２項の規定による控除をされる 

べき金額があるときは，当該金額を加算した額とする。）が２

３５，０００円未満であること。 

(1) 幼児等及びこども 幼児等保護者若しくはこども保護者又 

は幼児等保護者若しくはこども保護者が当該幼児等若しくは 

こどもの生計を維持できない場合は，その幼児等若しくはこど

もの民法（明治２９年法律第８９号）第８７７条第１項に定め

る扶養義務者（以下「扶養義務者」という。）で主としてその

幼児等若しくはこどもの生計を維持する者について医療保険 

各法の給付が行われた月の属する年度（医療保険各法の給付が

行われた月が４月から６月までの場合にあつては，前年度）分

の地方税法の規定による市町村民税の同法第２９２条第１項 

第２号に掲げる所得割（同法第３２８条の規定によつて課する

所得割を除く。）の額（同法第３１４条の７並びに同法附則第

５条の４第６項，第５条の４の２第６項（同条第９項の規定に

より読み替えて適用される場合を含む。），第７条の２第４項及

び第５項並びに第７条の３第２項の規定による控除をされる 

べき金額があるときは，当該金額を加算した額とする。）が２

３５，０００円未満であること。 

 (2) （略） (2) （略） 

 (3) 障害者 障害者及びその配偶者（婚姻の届出をしていない

が，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

並びに障害者の扶養義務者で主としてその障害者の生計を維

持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する

年度（医療保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの

場合にあつては，前年度）分の地方税法の規定による市町村民

税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２

(3) 障害者 障害者及びその配偶者（婚姻の届出をしていない 

が，事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

並びに障害者の扶養義務者で主としてその障害者の生計を維 

持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する 

年度（医療保険各法の給付が行われた月が４月から６月までの

場合にあつては，前年度）分の地方税法の規定による市町村民

税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割（同法第３２



 

4-4 

改正後 改正前 

８条の規定によつて課する所得割を除く。）の額（同法第３１

４条の７並びに同法附則第５条の４第６項，第５条の４の２第

５項（同条第７項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。），第７条の２第４項及び第５項並びに第７条の３第２項の

規定による控除をされるべき金額があるときは，当該金額を加

算した額とする。）が２３５，０００円未満であること。 

８条の規定によつて課する所得割を除く。）の額（同法第３１

４条の７並びに同法附則第５条の４第６項，第５条の４の２第

６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含

む。），第７条の２第４項及び第５項並びに第７条の３第２項の

規定による控除をされるべき金額があるときは，当該金額を加

算した額とする。）が２３５，０００円未満であること。 

(4) 高齢障害者 高齢障害者及びその配偶者並びに高齢障害者

の扶養義務者で主としてその高齢障害者の生計を維持する者

について療養のあつた月の属する年度（療養のあつた月が４月

から６月までの場合にあつては，前年度）分の地方税法の規定

による市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所

得割（同法第３２８条の規定によつて課する所得割を除く。）

の額（同法第３１４条の７並びに同法附則第５条の４第６項，

第５条の４の２第５項（同条第７項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。），第７条の２第４項及び第５項並びに第

７条の３第２項の規定による控除をされるべき金額があると

きは，当該金額を加算した額とする。）が２３５，０００円未

満であること。 

 (4) 高齢障害者 高齢障害者及びその配偶者並びに高齢障害者

の扶養義務者で主としてその高齢障害者の生計を維持する者

について療養のあつた月の属する年度（療養のあつた月が４月

から６月までの場合にあつては，前年度）分の地方税法の規定

による市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所

得割（同法第３２８条の規定によつて課する所得割を除く。）

の額（同法第３１４条の７並びに同法附則第５条の４第６項，

第５条の４の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。），第７条の２第４項及び第５項並びに第

７条の３第２項の規定による控除をされるべき金額があると

きは，当該金額を加算した額とする。）が２３５，０００円未

満であること。 

(5) （略） (5) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（助成の範囲） （助成の範囲） 

第５条 市長は，被保険者等負担額又は高確法の一部負担金の額の

範囲内で，次の各号に掲げる者について，当該各号に定める額を

助成する。 

第５条 市長は，被保険者等負担額又は高確法の一部負担金の額の

範囲内で，次の各号に掲げる者について，当該各号に定める額を

助成する。ただし，医療保険各法及び高確法以外の法令，条例，

規則，規程等の規定により国，地方公共団体（保険者たる地方公

共団体を除く。）又は独立行政法人が負担する医療に関する助成

を受けることができるときは，この限りでない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

付 則 付 則 
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改正後 改正前 

１～５ （略） １～５ （略） 

６ 第３条第１項第１号，第３号及び第４号中「地方税法の規定に

よる市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割

（同法第３２８条の規定によつて課する所得割を除く。）の額（同

法第３１４条の７並びに同法附則第５条の４第６項，第５条の４

の２第５項（同条第７項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。），第７条の２第４項及び第５項並びに第７条の３第２項

の規定による控除をされるべき金額があるときは，当該金額を加

算した額とする。）」については，第３条第１項第１号，第３号及

び第４号に定める者が，医療保険各法の給付が行われた月の属す

る年度の前年度（医療保険各法の給付が行われた月が４月から６

月までの場合にあつては，前々年度）の１月１日において，地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の市

（以下「指定都市」という。）の区域内に住所を有した場合（地

方税法第７３７条の２第１項の規定により同日において当該指

定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。）にあ

つては，指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例

により算定するものとする。 

６ 第３条第１項第１号，第３号及び第４号中「地方税法の規定に

よる市町村民税の同法第２９２条第１項第２号に掲げる所得割

（同法第３２８条の規定によつて課する所得割を除く。）の額（同

法第３１４条の７並びに同法附則第５条の４第６項，第５条の４

の２第６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合

を含む。），第７条の２第４項及び第５項並びに第７条の３第２項

の規定による控除をされるべき金額があるときは，当該金額を加

算した額とする。）」については，第３条第１項第１号，第３号及

び第４号に定める者が，医療保険各法の給付が行われた月の属す

る年度の前年度（医療保険各法の給付が行われた月が４月から６

月までの場合にあつては，前々年度）の１月１日において，地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の市

（以下「指定都市」という。）の区域内に住所を有した場合（地

方税法第７３７条の２第１項の規定により同日において当該指

定都市の区域内に住所を有したとみなされる場合を含む。）にあ

つては，指定都市以外の市町村の区域内に住所を有した場合の例

により算定するものとする。 

７ （略） ７ （略） 

  

   附 則 

  

 （施行期日） 

１ この条例は，令和２年７月１日から施行する。ただし，第２条第１項，第３条第１項及び付則第６項にかかる改正規定は，

公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の芦屋市福祉医療費の助成に関する条例第５条の規定は，令和２年７月１日以後の医療に係る医療費

の助成について適用し，同日前の医療に係る医療費の助成については，なお従前の例による。 
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 参 照  

 

 

芦屋市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正要綱 

 

１ 改正の趣旨 

 福祉医療費の助成制度において，他の公費負担医療制度を利用した場合の自己負

担額についても助成の対象とするよう改めるため，この条例を制定しようとするも

の。 

 

２ 改正の内容 

(1) 福祉医療費の助成の範囲について次のとおり規定を改める。（第５条関係） 

    改正案 現 行 

助成の 

範囲 

被保険者等負担額又は高齢者の
医療の確保に関する法律の一部負
担金の額(※)の範囲内で助成。 
 
 
 
 
 

被保険者等負担額又は高齢者の
医療の確保に関する法律の一部負
担金の額(※)の範囲内で助成。 
 

ただし，国，地方公共団体又は独
立行政法人が負担する医療に関す
る助成を受けることができるとき
を除く｡ 

※ 医療機関の窓口で負担する自己負担額 

 

(2) その他所要の規定の整理 

 

３ 施行期日等 

(1) 令和２年７月１日。ただし，２(2)の規定は，公布の日 

(2) 経過措置 

 ２(1)による改正後の規定は，この条例の施行日以後に受けた医療に係る医療費

の助成について適用し，同日前に受けた医療に係る医療費の助成については，な

お従前の例による。 
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第４号議案説明資料 

 

 現行の福祉医療費の助成制度においては，他の公費負担医療制度（小児慢性特定疾

病医療，特定医療（指定難病）等の医療費助成制度）を利用した場合，本市の福祉医

療費助成の対象外となるため，当該医療費に係る自己負担額が生じている。 

一方で，本市の福祉医療費助成のみを利用した場合は，自己負担が０となるケース

もあり，利用する公費によって自己負担額に差が付くという不均衡が生じている。 

 よって，このような不均衡を是正するため，他の公費負担医療制度を利用した際に

福祉医療費の助成を併せて利用できるようにすることとする。 

 

 

【（例）小児慢性特定疾病の医療費助成制度対象の小学生の場合】 

（総医療費が 10 万円で，①被保険者証（3 割負担），②小児慢性特定疾病医療受給者証（自

己負担限度額月額 1 万円），③乳幼児等医療費受給者証（自己負担なし）を所持している

ケース） 

 

現 行 

 

 

①被保険者証 

 

（医療保険負担分） 

70,000 円 

②小児慢性特定疾病医療

受給者証 

（他の公費負担分） 

20,000 円 

患者負担 

 

 

10,000 円 

※ ①の被保険者証のみ利用する場合の自己負担額は 3 割分の 30,000 円だが，②の受給

者証を利用することにより患者負担額は 10,000 円となる（③の併用はできない）。 

 

改正案 R2.7/1 ～ 

 

 

 

①被保険者証 

 

（医療保険負担分） 

70,000 円 

②小児慢性特定疾病医療

受給者証 

（他の公費負担分） 

20,000 円 

③乳幼児等

医療費 

受給者証 

10,000 円 

※ 現行に加え，③の乳幼児等医療費受給者証を利用することにより，患者負担額なしと

なる。 

７割 ３割 

７割 ３割 


